
JP 6962910 B2 2021.11.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油脂と、風味付与材と、ＨＬＢ値が５．３～１７の範囲に属する乳化剤とを混合し、こ
れを加熱することを特徴とする風味油の製造方法であって、前記風味付与材の混合は、前
記油脂と前記乳化剤とを混合した混合物の油温が１００℃以上に達したら、その油温が１
００℃を下回らない条件下で該混合物に添加することにより行う、風味油の製造方法。
【請求項２】
　前記乳化剤は、ポリグリセリン脂肪酸エステルである請求項１記載の風味油の製造方法
。
【請求項３】
　前記乳化剤は、前記油脂及び前記風味付与材の合計量１００質量部に対して０．０３質
量部以上２質量部以下の量となるように添加する、請求項１又は２記載の風味油の製造方
法。
【請求項４】
　前記加熱は、油温の最高温度が１２０℃以上１８０℃以下である条件下に行う、請求項
１～３のいずれか１つに記載の風味油の製造方法。
【請求項５】
　前記風味付与材は、前記油脂１００質量部に対して５質量部以上６０質量部以下の量と
なるように添加する、請求項１～４のいずれか１つに記載の風味油の製造方法。
【請求項６】
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　前記油脂と、前記風味付与材と、前記乳化剤とに、更にポリジメチルシロキサンを混合
し、これを加熱する、請求項１～５のいずれか１つに記載の風味油の製造方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１つに記載の風味油の製造方法で得られた該風味油（Ａ）と、
他の油脂（Ｂ）とを、そのＡ：Ｂの質量比が９５：５～５：９５となるように混合する、
風味油混合油の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれか１つに記載の風味油の製造方法で得られた該風味油と、他の食
品材料とを組み合わせる、風味が高められた食品の製造方法。
【請求項９】
　請求項７記載の風味油混合油の製造方法で得られた該風味油混合油と、他の食品材料と
を組み合わせる、風味が高められた食品の製造方法。
【請求項１０】
　油脂と、風味付与材と、ＨＬＢ値が５．３～１７の範囲に属する乳化剤とを混合し、こ
れを加熱することを特徴とする油脂の風味付け方法であって、前記風味付与材の混合は、
前記油脂と前記乳化剤とを混合した混合物の油温が１００℃以上に達したら、その油温が
１００℃を下回らない条件下で該混合物に添加することにより行う、油脂の風味付け方法
。
【請求項１１】
　前記油脂と、前記風味付与材と、前記乳化剤とに、更にポリジメチルシロキサンを混合
し、これを加熱する、請求項１０記載の油脂の風味付け方法。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、良好な風味を感じられるようにした風味油の製造方法、該風味油を利用した
風味油混合油の製造方法、該風味油を利用した食品の製造方法、及び、油脂に良好な風味
を付与することができる油脂の風味付け方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　食用油脂を食材で処理することで、その食材に由来する風味を付与した風味油が知られ
ている。ねぎ、ガーリック、唐辛子、バジル等の野菜類や、エビ、煮干し、鰹節等の魚介
類、醤油等の調味料など、様々な食材について、その食材に由来する特有の風味が高めら
れた食品を簡単に調理、加工等することができるので、レストランの調理や冷凍食品加工
などの業務用では勿論のこと、一般家庭の消費者にも好評である。
【０００３】
　一般に風味油の製造においては、食材から風味を油脂に移行させるための加熱や加圧等
の処理の際、風味の抽出が不十分であったり、風味成分が揮発してしまったり、不快なコ
ゲ臭が生じてしまったりして、食材や油脂の種類に応じた所望の品質の風味油を得るため
の条件付けが困難であるという問題があった。
【０００４】
　そのような課題に関連して、例えば、特許文献１には、油脂と香味野菜を混合した後、
加圧下、連続的に加熱処理を行ない香味野菜からエキス成分及び香り成分等を油脂中に移
行させることを特徴とする調味油の製造法が記載されている。そして、香味野菜から浸出
する水及び水溶性成分を安定に油脂中に乳化分散させるために乳化剤を用いてもよいこと
が記載されている。
【０００５】
　また、例えば、特許文献２には、食用油脂１００重量部と香味賦与物１０－１００重量
部の混合物又は該混合物の常圧下加熱処理物を、上記食用油脂に対して約２－約３０重量
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％の水分の存在下に且つ２－７ｋｇ／ｃｍ2の加圧下に温度約６０－１８０℃で約５－１
２０分間加熱処理することを特徴とする香味油の製造方法が記載されている。そして、香
味賦与物から抽出した香味を食用油脂に一層なじませ且つその排出を抑制し、更には残存
水分を均斉分散させるために、香味油の製造に際して食用乳化剤を添加してもよいことが
記載されている。
【０００６】
　また、例えば、特許文献３には、風味油にＨＬＢ１～１５である乳化剤を０．０１～７
重量％添加することを特徴とする加熱時の風味を維持する方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開昭６１－２３９８５９号公報
【特許文献２】特開昭６２－６６５１号公報
【特許文献３】特開２０１４－１１３１１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記特許文献１，２では、乳化剤は、香味野菜等から浸出する水及び水
溶性成分を安定に油脂中に乳化分散させるために用いられており、そのためには、油脂に
よく混ざる比較的親油性の高い乳化剤が用いられ、本発明者らの研究によれば、そのよう
に親油性の高い乳化剤による風味向上の効果は限定的であった。よって、いずれも加圧下
に調製されていた。また、上記特許文献３では、乳化剤は、調製済みの風味油に添加され
ており、風味の維持に一定の効果があるものの、風味向上の効果は得られなかった。
【０００９】
　よって、本発明の目的は、簡便に風味向上の効果が得られるようにした風味油の製造方
法、該風味油を利用した風味油混合油の製造方法、該風味油を利用した食品の製造方法を
提供することにある。また、簡便に風味向上の効果が得られるようにした油脂の風味付け
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意研究を重ねた結果、一般に親油性の低い
乳化剤は油脂に混ざりにくいと言えるが、風味油の調製に用いることで、意外にも風味向
上の効果が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明の第１の形態は、油脂と、風味付与材と、ＨＬＢ値が５．３～１７の
範囲に属する乳化剤とを混合し、これを加熱することを特徴とする風味油の製造方法を提
供するものである。
【００１２】
　本発明の風味油の製造方法においては、前記乳化剤は、ポリグリセリン脂肪酸エステル
であることが好ましい。
【００１３】
　また、前記乳化剤は、前記油脂及び前記風味付与材の合計量１００質量部に対して０．
０３質量部以上２質量部以下の量となるように添加することが好ましい。
【００１４】
　また、前記加熱は、油温の最高温度が１２０℃以上１８０℃以下である条件下に行うこ
とが好ましい。
【００１５】
　また、前記風味付与材の混合は、前記油脂と前記乳化剤とを混合した混合物の油温が１
００℃以上に達したら、その油温が１００℃を下回らない条件下で該混合物に添加するこ
とにより行うことが好ましい。
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【００１６】
　また、前記風味付与材は、前記油脂１００質量部に対して５質量部以上６０質量部以下
の量となるように添加することが好ましい。
【００１７】
　また、前記油脂と、前記風味付与材と、前記乳化剤とに、更にポリジメチルシロキサン
を混合し、これを加熱することが好ましい。
【００１８】
　本発明の第２の形態は、上記の風味油の製造方法で得られた該風味油（Ａ）と、他の油
脂（Ｂ）とを、そのＡ：Ｂの質量比が９５：５～５：９５となるように混合する、風味油
混合油の製造方法を提供するものである。
【００１９】
　本発明の第３の形態は、上記の風味油の製造方法で得られた該風味油と、他の食品材料
とを組み合わせる、風味が高められた食品の製造方法を提供するものである。
【００２０】
　本発明の第４の形態は、上記の風味油混合油の製造方法で得られた該風味油混合油と、
他の食品材料とを組み合わせる、風味が高められた食品の製造方法を提供するものである
。
【００２１】
　本発明の第５の形態は、油脂と、風味付与材と、ＨＬＢ値が５．３～１７の範囲に属す
る乳化剤とを混合し、これを加熱することを特徴とする油脂の風味付け方法を提供するも
のである。
【００２２】
　本発明の第６の形態は、油脂と、風味付与材と、ＨＬＢ値が５．３～１７の範囲に属す
る乳化剤と、ポリジメチルシロキサンとを混合し、これを加熱することを特徴とする油脂
の風味付け方法を提供するものである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の風味油の製造方法によれば、油脂と、風味付与材と、ＨＬＢ値が特定の範囲に
属する乳化剤とを混合し、これを加熱することにより、風味が強化された風味油を得るこ
とができる。
【００２４】
　また、本発明の風味油の製造方法により得られる風味油と、他の油脂とを混合すること
により、風味が強化された風味油混合油を得ることができる。
【００２５】
　また、本発明の風味油の製造方法により得られる風味油を利用して食品を製造すること
で、各種食品に良好な風味を付与できる。
【００２６】
　また、本発明の風味油混合油の製造方法により得られる風味油混合油を利用して食品を
製造することで、各種食品に良好な風味を付与できる。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の風味油の製造方法は、油脂と、風味付与材と、ＨＬＢ値が５．３～１７の範囲
に属する乳化剤とを混合し、これを加熱する。
【００２８】
　油脂としては特に制限はなく、食用のものを適宜採用し得る。例えば、大豆油、菜種油
（キャノーラ油）、パーム油、コーン油、オリーブ油、ゴマ油、紅花油、ひまわり油、綿
実油、米油、落花生油、パーム核油、ヤシ油等の植物油脂、牛脂、豚脂、鶏脂等の動物脂
、あるいはこれら油脂に分別、水素添加、エステル交換等を施した加工油脂などが挙げら
れる。油脂は、１種類を単品で用いてもよく、あるいは２種類以上が混合されたものを用
いてもよい。なかでも、製造時の作業性等の点で、大豆油、菜種油（キャノーラ油）、コ
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ーン油、パームオレイン等のヨウ素価が５０以上の油脂から選ばれる１種又は２種以上を
６０質量％以上配合した油脂が好ましく、８０質量％以上配合した油脂がより好ましい。
【００２９】
　風味付与材としては、例えば、長ねぎ、玉ねぎ、キャベツ、もやし、にら、ごぼう、に
んじん、セロリ、じゃがいも、トマト等の野菜類、パセリ、ガーリック、生姜、唐辛子、
ナツメッグ、クミン、ローズマリー、こしょう、山椒、わさび、バジル等の香辛料類、椎
茸、しめじ、マツタケ、マイタケ等の茸類、エビ、カニ、イカ、カツオ、サバ、イワシ、
アジ、サケ等の魚介類、ホタテ、アサリ、シジミ等の貝類、昆布、ワカメ、ヒジキ等の海
藻類、鶏肉、豚肉、牛肉、馬肉等の肉類、味噌、醤油、酢、みりん、マヨネーズ、ケチャ
ップ、酒かす等の調味料類などが挙げられる。風味付与材は、１種類を単品で用いてもよ
く、あるいは２種類以上を併用してもよい。また、これに加工等を施さずに、いわゆる生
鮮な状態、あるいはそれに近い状態のものをそのまま用いてもよく、これに乾燥、冷凍等
の加工が施されたものでもよい。さらにこれらのエキスを用いてもよい。また、味噌、醤
油、マヨネーズ、ケチャップ等の調味料に代表されるような通常液体、湿潤状、乳化物状
等の素材の場合においても、それをそのまま用いてもよく、これに水分調整や粉末化等の
処理が施されたものを用いてもよい。風味付与材は、所望する風味に応じて、適宜選択す
ればよいが、なかでも、野菜類または香辛料類を好ましく例示することができ、長ねぎ、
玉ねぎ、ガーリックをより好ましく例示することができる。
【００３０】
　風味付与材は、液状、ペースト状、粉末状、ないしは固形状など、その状態に制限なく
用いることができるが、固形状で用いる場合には、１ｍｍ3以上８０００ｍｍ3以下程度の
大きさのものを用いることが好ましく、１ｍｍ3以上５０００ｍｍ3以下程度の大きさのも
のを用いることがより好ましい。例えば、マルチスライサーやフードプロセッサー等の適
当な細断手段によって、適宜そのような大きさに細断されたものを用いてもよい。上記範
囲とすることで、風味付与の効率が良くなり、風味付与後の油から固液分離が容易になる
。
【００３１】
　風味付与材は、上記油脂の１００質量部に対して５質量部以上６０質量部以下の量とな
るように添加することが好ましく、５質量部以上５５質量部以下の量となるように添加す
ることがより好ましく、１０質量部以上５５質量部以下の量となるように添加することが
更により好ましい。上記範囲とすることで、風味付与の効率が良くなり、風味付与後の油
から固液分離が容易になる。
【００３２】
　風味付与材に由来する水分は、油脂１００質量部に対して０質量部以上６０質量部以下
となるように調整されることが好ましく、０質量部以上５５質量部以下となるように調整
されることがより好ましい。上記範囲にすると、適切な加熱時間で風味を付与することが
できる。
【００３３】
　乳化剤としては、食用のものを適宜採用し得るが、本発明においては、そのＨＬＢ（Ｈ
ｙｄｒｏｐｈｉｌｅ－Ｌｉｐｏｐｈｉｌｅ　Ｂａｌａｎｃｅ）値が５．３～１７の範囲に
属する必要がある。後述する実施例の結果にみられるように、ＨＬＢ値がこの範囲を外れ
ると、風味向上の効果が乏しくなる。乳化剤のＨＬＢ値は、５．３～１６の範囲に属する
ことが好ましく、５．４～１２の範囲に属することがより好ましく、６．０～９．０の範
囲に属することが更により好ましい。なお、ＨＬＢ値は、乳化剤を構成する分子の親水性
領域と親油性領域での親水／親油度のバランスによって算出される数値であり、親水性領
域において親水基がない場合をＨＬＢ値０とし、逆に親油性領域において親油基がない場
合をＨＬＢ値２０として、そのＨＬＢ値０～２０の範囲で按分された乳化剤に固有の数値
である。ＨＬＢ値は、乳化剤の性質を示す指標として当業者に周知の指標である（例えば
、グリフィン法、Griffin WC「Classification of Surface-Active Agents by HLB」Jour
nal of the Society of Cosmetic Chemists１(1949):311、Griffin WC「Calculation of 
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HLB Values of Non-Ionic Surfactants」Journal of the Society of Cosmetic Chemists
 5(1954):259参照）。あるいは、多くの乳化剤は、そのＨＬＢ値とともに流通しているの
で、本発明に用いられる乳化剤のＨＬＢ値は、そのような流通過程の表示により決定され
てもよい。また、複数成分の混合の場合には、乳化剤全体のＨＬＢ値が各成分のＨＬＢ値
の加重平均で定まるので、本発明に用いられる乳化剤のＨＬＢ値は、そのように各成分の
ＨＬＢ値を加重平均して算出された値であってもよい。
【００３４】
　乳化剤としては、例えば、モノグリセリン脂肪酸エステル、有機酸モノグリセリド、ポ
リグリセリン脂肪酸エステル（ジグリセリン脂肪酸エステルを含み、ポリグリセリン縮合
リシノレイン酸エステルは除かれる）、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコー
ル脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどが挙げられる。乳化剤は、１種類を単品で
用いてもよく、あるいは２種類以上を併用してもよい。好ましくはポリグリセリン脂肪酸
エステル、ショ糖脂肪酸エステル、及び有機酸モノグリセリドからなる群から選ばれた乳
化剤の１種又は２種以上であり、より好ましくはポリグリセリン脂肪酸エステルである。
【００３５】
　乳化剤は、油脂及び風味付与材の合計量１００質量部に対して０．０３質量部以上２質
量部以下の量となるように添加することが好ましく、０．０８質量部以上１．５質量部以
下の量となるように添加することがより好ましく、０．２質量部以上１．２質量部以下の
量となるように添加することが更に好ましく、０．２質量部以上０．８質量部以下の量と
なるように添加することが最も好ましい。上記範囲とすることで、風味向上の効果が得や
すくなる。
【００３６】
　加熱は、油脂と風味付与材と乳化剤とを混合し、例えば、タンク等の容器に入れて適当
な撹拌手段により撹拌しつつ、行うことができる。ここで、「混合」とは、油脂と風味付
与材と乳化剤とが互いによく接触するようにすればよく、それらの添加順や加熱のタイミ
ングなどは問われない。好ましくは、油脂と乳化剤とを先に混合した後に風味付与材を添
加する。風味付与材を添加しないで油脂と乳化剤とを先に混合したほうが、より短時間の
うちに、油脂と乳化剤とが混ざり合った状態が達成できて、作業効率がよい。より好まし
くは、油脂と乳化剤とが混合された状態で加熱した後に風味付与材を添加する。風味付与
材を添加しないで油脂と乳化剤とを先に加熱したほうが、より短時間のうちに、油脂と乳
化剤とが混ざり合った状態で且つ所定の温度状態が達成されて、作業効率がよい。加熱手
段に特に制限はなく、常法により、例えばタンク等の容器に備わる電熱式、直火バーナー
式、マイクロ波式、蒸気式、熱風式の加熱手段などで加熱すればよい。
【００３７】
　加熱の際の温度条件としては、油脂や風味付与材の種類によっても至適な条件が異なり
一概には言えないが、典型的には、加熱は、油温の最高温度が１２０℃以上１８０℃以下
である条件下に行うことが好ましく、１２５℃以上１７５℃以下である条件下に行うこと
がより好ましい。上記範囲とすることで、不快なコゲ臭が生じにくく、良好な風味を得る
ことができる。なお、加熱は加圧下に行ってもよいが、常圧で行うほうが装置構成を簡略
化できるので、好ましい。
【００３８】
　油脂と風味付与材と乳化剤との混合と、加熱のタイミングについては、上述のとおり、
特に制限されるものではないが、油脂と乳化剤とを混合した混合物の油温を所定温度以上
、例えば１００℃以上に達温させた後に、風味付与材の全量を小分けして徐々に添加する
などして、油温がその達温させた温度、例えば１００℃を下回らないようにすることが好
ましい。このようにすることで、加熱時間を短縮することができ、風味成分の飛散消失を
防ぐことができる。
【００３９】
　加熱時間は、油脂や風味付与材の種類によっても至適な条件が異なり一概には言えない
が、典型的には、油温が設定温度に達した状態、例えば１００℃以上に達温させた状態と
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して１０時間以下であることが好ましく、８時間以下であることがより好ましく、７時間
以下であることが更により好ましい。加熱時間を抑えることにより、生産性が高められる
とともに、焦げの発生や風味の成分の飛散消失が防がれる。
【００４０】
　本発明の好ましい態様においては、上記の油脂と風味付与材と乳化剤との混合に加えて
、更にポリジメチルシロキサンを混合することができる。その添加順序や加熱のタイミン
グなどは、上記の乳化剤同様に特に問われないが、乳化剤と同じタイミングもしくは乳化
剤より先に油脂と混合することがより好ましい。添加量としては、油脂１００質量部に対
し０．０００１質量部以上０．００５質量部以下であることが好ましく、０．０００１質
量部以上０．００１質量部以下であることがより好ましい。上記範囲とすることで、風味
向上の効果が更に高まる。
【００４１】
　加熱終了後には、静置分離、遠心分離、ろ別などの適当な固液分離手段で、油の液部を
回収する。
【００４２】
　上記のようにして得られた風味油は、風味が良好で、更には、焦げ臭などの不快な臭い
も殆どない。このため、この風味油を、大豆油、菜種油（キャノーラ油）、パーム油、コ
ーン油、オリーブ油、ゴマ油、紅花油、ひまわり油、綿実油、米油、落花生油、パーム核
油、ヤシ油等の植物油脂、牛脂、豚脂、鶏脂等の動物脂、あるいはこれら油脂に分別、水
素添加、エステル交換等を施した加工油脂等の他の油脂と混合することで、高品質の風味
油混合油が得られる。他の油脂との配合比に特に制限はないが、質量比で、風味油：他の
油脂の質量比が９５：５～５：９５であることが好ましく、３０：７０～７０：３０であ
ることがより好ましい。
【００４３】
　上記のようにして得られた風味油や、それを配合した風味油混合油には、その風味を損
なわれない範囲で、適宜適当な添加素材を配合していてもよい。具体的には、例えば、ア
スコルビン酸脂肪酸エステル、リグナン、コエンザイムＱ、γ－オリザノール、トコフェ
ロールなどが挙げられる。
【００４４】
　上記のようにして得られた風味油や、それを配合した風味油混合油は、炒飯、野菜炒め
等の炒め物類、お好み焼き、焼そば、焼肉等の焼き物類、麻婆豆腐のソース、パスタソー
ス、味付け肉のたれ等のソース類、ラーメンスープ、コンソメスープ、カレー、シチュー
等のスープ類、餃子、肉まんの具、ハンバーグ、ソーセージ等の食肉加工品類、炊き込み
ご飯、ピラフ等の米飯類、ロールパン、クッキー等の製菓製パン類、魚肉ソーセージ、か
まぼこ等の水産加工品類、唐揚げ粉、チヂミ粉、粉末スープ等の調整粉類、シーズニング
ソース、ドレッシング、マヨネーズ、ポン酢、中華料理の素、鍋つゆ等の調味料類、マー
ガリン、ファットスプレッド等のマーガリン類、フレンチフライ、唐揚げ、イカリング、
コロッケ等の油ちょう食品等の各種食品に使用でき、それらに良好な風味を付与すること
ができる。すなわち、各種食品の調理、加工、あるいは製造等におけるほぐし油、炊飯油
、炒め油、フライ油等の調理用油、ボックスオイル、天板油等の離型油、練りこみ油、イ
ンジェクション用油、仕上げ油等の調味用油等として用いることによって、あるいは各種
食品の調理、加工、あるいは製造等の後に、添加、混合、塗布、溶解、分散、乳化等して
当該食品に組み込ませることで、風味油に由来する風味をその食品に付与して、その食品
の風味を高めることができる。よって、流通や電子レンジ加熱などにおける風味の劣化、
消失等が問題となる、冷凍加工食品、冷蔵加工食品、レトルト食品、瓶詰食品、缶詰食品
、乾燥食品、弁当等の流通加工食品製品などに特に好適に使用され得る。
【実施例】
【００４５】
　以下、実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、これらの実施例は本発明を何
ら限定するものではない。
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【００４６】
　［試験例１］（乳化剤の影響　その１）
　風味油に使用する乳化剤の影響を調べた。
【００４７】
　＜乳化剤＞
　表１に示す乳化剤を使用した。
【００４８】
　＜油脂＞
　キャノーラ油（商品名「さらさらキャノーラ油」、株式会社Ｊ－オイルミルズ）を使用
した。
【００４９】
　＜風味付与材＞
　長ねぎ及び玉ねぎを使用した。長ねぎは、マルチスライサーにて３ｍｍ幅にカットした
。玉ねぎは、フードプロセッサーにて３ｍｍ角程度の大きさになるようにカットした。
【００５０】
　＜風味油の調製＞
　１５ｃｍ径片手鍋にキャノーラ油４２０ｇと乳化剤６ｇを張り込み、加熱器にセットし
て２００ｒｐｍで攪拌しつつ加熱した。油温が１２０℃に達したら、１００℃以上を維持
するよう、長ねぎ７２ｇ、玉ねぎ１０８ｇの順で投入した。原料をすべて投入後、油温が
１５０℃になるまで加熱を行った。１５０℃に達したらそのまま１時間維持した。その後
加熱を止め、油温を室温まで低下させ、ろ紙でろ別して風味油を得た。なお、対照として
、乳化剤を添加しない風味油を同様に調製した。
【００５１】
　＜評価＞
　（１）油の風味
【００５２】
　上記に調製した風味油を専門パネラー（ｎ＝３）が口に含み、総合的なねぎの風味、生
ねぎの風味、香ばしいねぎの風味について、対照と比較した評価を、下記に示す評価基準
にてパネラー間で評価を集約した。
【００５３】
　（２）スープでの評価
　スープの素（商品名「丸鶏がらスープ」、味の素株式会社）１０ｇを水３００ｇに加え
、混合し、ガス火で沸騰させて、スープを得た。このスープをプラスチック容器に２０ｍ
Ｌ分注し、上記に調製した風味油０．２ｇを添加し、（１）と同様にして風味評価を行な
った。
【００５４】
　（評価基準）
　☆：　対照に比べ猛烈に強く感じる
　◎：　対照に比べ非常に強く感じる
　○：　対照に比べ強く感じる
　△：　対照に比べやや強く感じる
　×：　対照と同じ、または、弱く感じる
　結果を表１に示す。
【００５５】
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【表１】

【００５６】
　その結果、油の風味及びスープでの評価とも同じ評価結果となった。すなわち、使用し
た乳化剤のＨＬＢ値が５．０以下（例１～例５）の場合には、乳化剤を添加しない対照に
比べ、ねぎによる風味付けがそれほど強化されなかったのに対して、ＨＬＢ値が８．０の
乳化剤（例６）やＨＬＢ値が１５．５の乳化剤（例７）を使用した場合では、ねぎによる
風味付けが顕著に強化された。そして、使用した乳化剤のＨＬＢ値が８．０（例６）の場
合では、香ばしい風味が特に強くなり、ＨＬＢ値が１５．５（例７）の場合では、生ねぎ
の風味が特に強くなった。なお、ＨＬＢ値が１５．５の乳化剤（例７）は若干油に溶けに
くかった。
【００５７】
　［試験例２］（乳化剤の添加量の影響）
　風味油に使用する乳化剤の添加量の影響を調べた。
【００５８】
　＜乳化剤＞
　ペンタオレイン酸デカグリセリン（ＨＬＢ値８．０）（商品名「Ｏ－５０Ｄ」、三菱化
学フーズ株式会社）を使用した。
【００５９】
　＜油脂＞
　キャノーラ油（商品名「さらさらキャノーラ油」、株式会社Ｊ－オイルミルズ）を使用
した。
【００６０】
　＜風味付与材＞
　長ねぎ及び玉ねぎを使用した。長ねぎは、包丁を使用して５ｍｍ幅にカットした。玉ね
ぎは、包丁を使用して５ｍｍ角程度の大きさになるようにカットした。
【００６１】
　＜風味油の調製＞
　１５ｃｍ径片手鍋にキャノーラ油３５０ｇと乳化剤０．５ｇ、１．５ｇ、又は２．５ｇ
を張り込み、加熱器にセットして２００ｒｐｍで攪拌しつつ加熱した。油温が１２０℃に
達したら、１０２℃以上を維持するよう、長ねぎ６０ｇ、玉ねぎ９０ｇの順で投入した。
原料をすべて投入後、油温が１５０℃になるまで加熱を行った。１５０℃に達温後、加熱
を止め、油温を６０℃まで低下させ、ろ紙でろ別して風味油を得た。なお、対照として、
乳化剤を添加しない風味油を同様に調製した。
【００６２】
　＜スープでの評価＞
　スープの素（商品名「中華あじ」、味の素株式会社）小さじ３杯を沸騰湯６００ｇに加
え、混合し、スープを得た。このスープをプラスチック容器に２０ｍＬ分注し、上記に調
製した風味油０．５ｇを添加し、試験例１と同様の風味評価を行なった。
【００６３】
　結果を表２に示す。
【００６４】
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【表２】

【００６５】
　その結果、油脂及び風味付与材１００質量部に対し、ＨＬＢ値が８．０の乳化剤を０．
１質量部（例８）、０．３質量部（例９）、又は０．５質量部（例１０）の添加量で使用
した場合には、乳化剤を添加しない対照に比べ、ねぎによる風味付けが強化された。
【００６６】
　［試験例３］（温度条件の影響）
　風味油を調製する際の温度条件の影響を調べた。
【００６７】
　＜乳化剤＞
　ペンタオレイン酸デカグリセリン（ＨＬＢ値８．０）（商品名「Ｏ－５０Ｄ」、三菱化
学フーズ株式会社）を使用した。
【００６８】
　＜油脂＞
　キャノーラ油（商品名「さらさらキャノーラ油」、株式会社Ｊ－オイルミルズ）を使用
した。
【００６９】
　＜風味付与材＞
　長ねぎ及び玉ねぎを使用した。長ねぎは、包丁を使用して５ｍｍ幅にカットした。玉ね
ぎは、包丁を使用して５ｍｍ角程度の大きさになるようにカットした。
【００７０】
　＜風味油の調製＞
　１５ｃｍ径片手鍋にキャノーラ油３５０ｇと乳化剤１．５ｇを張り込み、加熱器にセッ
トして２００ｒｐｍで攪拌しつつ加熱した。油温が１２０℃に達したら、１０２℃以上を
維持するよう、長ねぎ６０ｇ、玉ねぎ９０ｇの順で投入した。原料をすべて投入後、油温
が１５０℃又は１７０℃になるまで加熱を行った。１５０℃又は１７０℃に達温後、加熱
を止め、油温を６０℃まで低下させ、ろ紙でろ別して風味油を得た。なお、対照として、
乳化剤を添加しない風味油を同様に調製した。
【００７１】
　＜スープでの評価＞
　スープの素（商品名「丸鶏がらスープ」、味の素株式会社）小さじ３杯を沸騰湯６００
ｇに加え、混合し、スープを得た。このスープをプラスチック容器に２０ｍＬ分注し、上
記に調製した風味油０．５ｇを添加し、試験例１と同様の風味評価を行なった。
【００７２】
　結果を表３に示す。
【００７３】
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【表３】

【００７４】
　その結果、ＨＬＢ値が８．０の乳化剤を１５０℃（例１１）又は１７０℃（例１２）の
温度条件で使用した場合には、乳化剤を添加しない、それぞれの対照１、２に比べ、ねぎ
による風味付けが強化された。
【００７５】
　［試験例４］（乳化剤の影響　その２）
　風味油に使用する乳化剤の影響を調べた。
【００７６】
　＜乳化剤＞
　表４に示す乳化剤を使用した。
【００７７】
　＜油脂＞
　キャノーラ油（商品名「さらさらキャノーラ油」、株式会社Ｊ－オイルミルズ）を使用
した。
【００７８】
　＜風味付与材＞
　長ねぎ及び玉ねぎを使用した。長ねぎは、包丁を使用して５ｍｍ幅にカットした。玉ね
ぎは、包丁を使用して５ｍｍ角程度の大きさになるようにカットした。
【００７９】
　＜風味油の調製＞
　１５ｃｍ径片手鍋にキャノーラ油３５０ｇと乳化剤１．５ｇを張り込み、加熱器にセッ
トして２００ｒｐｍで攪拌しつつ加熱した。油温が１２０℃に達したら、１０２℃以上を
維持するよう、長ねぎ６０ｇ、玉ねぎ９０ｇの順で投入した。原料をすべて投入後、油温
が１７０℃になるまで加熱を行った。１７０℃に達温後、加熱を止め、油温を６０℃まで
低下させ、ろ紙でろ別して風味油を得た。なお、対照として、乳化剤を添加しない風味油
を同様に調製した。
【００８０】
　＜炒飯での評価＞
　炒飯（商品名「焼きガラ醤油仕立ての香ばし炒飯」、株式会社セブン-イレブン・ジャ
パン）を電子レンジにて１０００Ｗで４５秒間温め、得られた炒飯のうち３０ｇに上記に
調製した風味油０．３ｇを混ぜて、試験例１と同様の風味評価を行なった。
【００８１】
　結果を表４に示す。
【００８２】
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【表４】

【００８３】
　その結果、試験例１の結果と同様の傾向がみられた。すなわち、使用した乳化剤のＨＬ
Ｂ値が５．０より低い（例１３、例１４）場合には、乳化剤を添加しない対照に比べ、ね
ぎによる風味付けがそれほど強化されなかったのに対して、ＨＬＢ値が５．５（例１５）
、ＨＬＢ値が７．０（例１６、例１７）、ＨＬＢ値が７．４（例１８）、ＨＬＢ値が８．
０（例１９、例２０）、ＨＬＢ値が１１．０（例２１）、又はＨＬＢ値が１６．０（例２
２）の乳化剤を使用した場合では、ねぎによる風味付けが顕著に強化された。そして、Ｈ
ＬＢ値が中程度（例えば、５．５～８．０）では香ばしい風味が強くなり、ＨＬＢ値が高
度（例えば、１１．０以上）では生ねぎの風味が強くなる傾向がみられた。さらに、トリ
オレイン酸ペンタグリセリン（例１６）では、香ばしいねぎの風味、甘味、コク味が最も
強く、かつ風味の持続性も良好で、その結果、総合的なねぎの風味が最も強くなった。な
お、ＨＬＢ値が１６．０（例２２）の乳化剤は油に溶けにくかった。
【００８４】
　［試験例５］（ポリジメチルシロキサンの影響）
　風味油に使用するポリジメチルシロキサンの影響を調べた。
【００８５】
　＜乳化剤＞
　ペンタオレイン酸デカグリセリン（ＨＬＢ値８．０）（商品名「Ｏ－５０Ｄ」、三菱化
学フーズ株式会社）を使用した。
【００８６】
　＜ポリジメチルシロキサン＞
　ポリジメチルシロキサン（粘度：８６１ｍＰａ・ｓ、信越化学工業株式会社）を使用し
た。
【００８７】
　＜油脂＞
　キャノーラ油（商品名「さらさらキャノーラ油」、株式会社Ｊ－オイルミルズ）を使用
した。
【００８８】
　＜風味付与材＞
　長ねぎ及び玉ねぎを使用した。長ねぎは、包丁を使用して５ｍｍ幅にカットした。玉ね
ぎは、包丁を使用して５ｍｍ角程度の大きさになるようにカットした。
【００８９】
　＜風味油の調製＞
　１５ｃｍ径片手鍋に、キャノーラ油３５０ｇと乳化剤１．５ｇ、又は更にポリジメチル
シロキサンを対油３ｐｐｍで添加して張り込み、それぞれを加熱器にセットして２００ｒ
ｐｍで攪拌しつつ加熱した。油温が１２０℃に達したら、１０２℃以上を維持するよう、
長ねぎ６０ｇ、玉ねぎ９０ｇの順で投入した。原料をすべて投入後、油温が１７０℃にな
るまで加熱を行った。１７０℃に達温後、加熱を止め、油温を６０℃まで低下させ、ろ紙
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でろ別して風味油を得た。なお、対照として、乳化剤もポリジメチルシロキサンもどちら
も添加しない風味油を同様に調製した。
【００９０】
　＜炒飯での評価＞
　炒飯（商品名「焼きガラ醤油仕立ての香ばし炒飯」、株式会社セブン-イレブン・ジャ
パン）を電子レンジにて１０００Ｗで４５秒間温め、得られた炒飯のうち３０ｇに上記に
調製した風味油０．３ｇを混ぜて、試験例１と同様の風味評価を行なった。
【００９１】
　結果を表５に示す。
【００９２】
【表５】

【００９３】
　その結果、乳化剤を添加した例２３や、乳化剤に加えて更にポリジメチルシロキサンを
添加した例２４では、乳化剤もポリジメチルシロキサンもどちらも添加しない対照に比べ
、ねぎによる風味付けが強化された。特に、乳化剤に加えて更にポリジメチルシロキサン
を添加した例２４では、乳化剤のみを添加した例２３に比べて、甘味やねぎのコク味が更
に強くなり、総合的なねぎの風味が大変強くなった。
【００９４】
　［試験例６］（ガーリック風味油　その１）
　風味油に使用する風味付与材として、ねぎに代えてガーリックを使用して乳化剤の影響
を調べた。
【００９５】
　＜乳化剤＞
　トリオレイン酸ペンタグリセリン（ＨＬＢ値７．０）（商品名「Ａ－１７３Ｅ」、太陽
化学株式会社）を使用した。
【００９６】
　＜油脂＞
　キャノーラ油（商品名「さらさらキャノーラ油」、株式会社Ｊ－オイルミルズ）を使用
した。
【００９７】
　＜風味付与材＞
　生のガーリックを使用した。ガーリックは、包丁を使用して５ｍｍ角程度の大きさにな
るようにカットした。
【００９８】
　＜風味油の調製＞
　１５ｃｍ径片手鍋に、キャノーラ油３５０ｇと乳化剤１．５ｇを張り込み、加熱器にセ
ットして２００ｒｐｍで攪拌しつつ加熱した。油温が１２０℃に達したら、１０２℃以上
を維持するよう、ガーリック１５０ｇを投入した。原料をすべて投入後、油温が１４０℃
になるまで加熱を行った。１４０℃に達温後、加熱を止め、油温を６０℃まで低下させ、
ろ紙でろ別して風味油を得た。なお、対照として、乳化剤を添加しない風味油を同様に調
製した。
【００９９】
　＜炒飯での評価＞　
　炒飯（商品名「焼きガラ醤油仕立ての香ばし炒飯」、株式会社セブン-イレブン・ジャ
パン）を電子レンジにて１０００Ｗで４５秒間温め、得られた炒飯のうち３０ｇに上記に
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調製した風味油０．３ｇを混ぜて、試験例１と同様の方法でガーリックの風味評価を行な
った。
【０１００】
　結果を表６に示す。
【０１０１】
【表６】

【０１０２】
　その結果、ＨＬＢ値が７．０の乳化剤（例２５）を使用した場合、乳化剤を添加しない
対照に比べ、ガーリックによる風味付けが強化された。そして、生ガーリックの風味と香
ばしいガーリックの風味に加え、甘味、コク味も強く、かつ風味の持続感があり、大変優
れた品質であった。
【０１０３】
　［試験例７］（ガーリック風味油　その２）
　風味油に使用する油脂として、キャノーラ油に代えてコーン油を使用して乳化剤の影響
を調べた。
【０１０４】
　＜乳化剤＞
　ペンタオレイン酸デカグリセリン（ＨＬＢ値８．０）（商品名「Ｏ－５０Ｄ」、三菱化
学フーズ株式会社）を使用した。
【０１０５】
　＜ポリジメチルシロキサン＞
　ポリジメチルシロキサン（粘度：８６１ｍＰａ・ｓ、信越化学工業株式会社）を使用し
た。
【０１０６】
　＜油脂＞
　コーン油（商品名「AJINOMOTOコーン油」、株式会社Ｊ－オイルミルズ）を使用した。
【０１０７】
　＜風味付与材＞
　生のガーリックを使用した。ガーリックは、包丁を使用して５ｍｍ角程度の大きさにな
るようにカットした。
【０１０８】
　＜風味油の調製＞
　１５ｃｍ径片手鍋に、コーン油４００ｇと乳化剤１．５ｇ、ポリジメチルシロキサンを
対油３ｐｐｍで添加して張り込み、加熱器にセットして２００ｒｐｍで攪拌しつつ加熱し
た。油温が１２０℃に達したら、１０２℃以上を維持するよう、ガーリック１５０ｇを投
入した。原料をすべて投入後、油温が１４０℃になるまで加熱を行った。１４０℃に達温
後、加熱を止め、油温を６０℃まで低下させ、ろ紙でろ別して風味油を得た。なお、対照
として、乳化剤もポリジメチルシロキサンもどちらも添加しない風味油を同様に調製した
。
【０１０９】
　＜炒飯での評価＞
　炒飯（商品名「焼きガラ醤油仕立ての香ばし炒飯」、株式会社セブン-イレブン・ジャ
パン）を電子レンジにて１０００Ｗで４５秒間温め、得られた炒飯のうち３０ｇに上記に
調製した風味油０．３ｇを混ぜて、試験例６と同様の風味評価を行なった。
【０１１０】
　結果を表７に示す。
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【０１１１】
【表７】

【０１１２】
　その結果、ＨＬＢ値が８．０の乳化剤に加えて更にポリジメチルシロキサンを添加した
例２６では、乳化剤及びポリジメチルシロキサンのどちらも添加しない対照に比べ、ガー
リックによる風味付けが強化された。そして、生ガーリックの風味と香ばしいガーリック
の風味に加え、甘味、コク味も強く、かつ風味の持続感があり、極めて優れた品質であっ
た。
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